
 

 

「まちづくりの推進に関する提言」にかかる市の対応方針（案）に関する答申に向けて 

提言書の場所 提言等の内容 市の対応方針 ポ イ ン ト 答申に向けた意見 

 

１．推進委員会での審議

過程 

（Ｐ２ ７行目～９行目） 

 

各界各層の多様な考えを持つ

市民が行政と意見交換する場

として機能することが重要であ

ることを確認しました。 

 

審議会等の設置・運営等に関するガイド

ライン（以下「ガイドライン」）を策定し、審

議会毎の特性に応じた設置・運営等の

基本的な方針を示します。 

 

「ガイドライン」＝市の基本的な指針 

まちづくりの推進に関する取り組み 

行政改革の取り組みの 

審議会の役割と運用の見直し 

 

 

（Ｐ２ １１行目～１４行目）

 

審議会等に委員として委嘱さ

れた者は職務としてその任に

当たるもので、所掌事項につい

て審議等に参加するという“責

任と義務”があり、市政運営上

重要な案件を取り扱う合議機

関の構成員として、その責務を

十分認識する必要があります。

 

職員に審議会等の設置に関する基本事

項の周知を図り、新たに委員として選任

された方に対し、委員としての責務など

を説明することを定めます。（ガイドライン

等で記載） 

 

 

分類、役割 

適切な設置 

委員の選任方法、留意事項 

公募の基準、選考方法 

会議の公開、傍聴、会議録 

 

※運用基準の統一化 

 

 

 

３．提言事項 （Ｐ７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市職員の審議会等への委

員としての参加 

【提言１】 

充て職以外の市職員の審

議会等の委員としての参加

は、法令等に定めがある場合

を除き、原則として委員に委嘱

しないことにすべき。 

 

審議会等の委員の選任に関する留意事

項として、市職員の審議会等への委員と

しての参加を制限します。 

 

市職員（諮問する側）＝答申する側 

委員（委嘱を受け、賛否に参加する者）とし

ての参加するのではなく、参考人や、アドバイ

ザーとして招聘 

 

（２）公募委員数等の目標基準  

 

【提言２-１】 

公募委員割合の目標水準

を現行の総委員数の「２割」か

ら「３割」に引き上げる。 

 

審議会等の委員の選任に関する留意事

項として記載し、公募委員の割合の目標

水準を現行の「２割」から「３割」に引き上

げます。 

 

１．審議や採決に与える影響 

２．委員の選考方法 

３．応募の有無 

 

 

【提言２-２】 

機関毎の公募委員への応

募者が多数又は不足になるこ

とも想定した選考要領などを策

定し対策を講ずる。 

 

職員に公募委員の選考方法等を示し、

現行の委員選考で実施していた「抽選」

による選考は廃止し、すべて委員選考

は、（仮称）選考審査会で実施することと

します。また、委員選考にあたっては、委

員選考に関する基準等を各審議会毎に

策定し、一定の基準を持って選考するよ

う改善します。 

（ガイドライン等で記載） 

 

１．募集方法 

２．選考方法 

３．選考組織 

４．不足する場合の対応 

 



 

 

提言書の場所 提言等の内容 市の対応方針 ポ イ ン ト 答申に向けた意見 

 

（Ｐ７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ８） 

 

 

（３）委員の兼職制限 

【提言３】 

法令等で定めのある場合を

除き、１人の者が兼ねることが

できる審議会等の委員数は３

つ以内に制限する。 

(附帯) 再任についても、特別

の事情もなく１人の者が長く同

一機関に継続して委員として

選任され続けるべきではない

ので、充て職など法令等で定

めがある場合を除き、一の審

議会等における委員の在任期

間は制限する。 

 

１人が審議会等委員として兼職できる数

を制限することとし、原則３機関までとし

ます。ただし、専門的な知識や経験等を

有する者で、他に適当な者がいない場

合や、その他特別な事情が認められる

場合は除かれます。 

また、再任についても、１の審議会等の

委員として、１０年を超える期間継続して

任命しないこととし、再任を制限します。

ただし、専門的な知識や経験等を有す

る者で、他に適当な者がいない場合や、

その他特別な事情がある場合は除かれ

ます。 

 

＜兼職を制限する主な理由＞ 

１．国においても制限を設けている 

２．他団体でも制限する例が増えている 

３．会議日程の調整が難しくなる 

４．時間的制約がかかること 

５．特定個人への負担が増える 

 

＜再任を制限する主な理由＞ 

１．再任を制限する規定がない 

２．議論がマンネリ化する 

３．新しい考えが出てこない 

 

（４）組織管理体制の構築 
 

 

【提言４-１】 

審議会等を管理統制するた

めの組織体制を強化すること。

 

企画財政課において、審議会等の設

置、運営等の状況を把握し、各部署と連

絡、協議しながら適正化を進めます。

（ガイドライン等で記載） 

 

審議会等の運営が、各所管課ごとであるた

め、さまざまな運用に差異が見受けられ、管

理、統制、チェックする機能充実が必要 

・ガイドラインの策定 

・運用状況のチェック 

・情報公開の徹底 

 

 

【提言４-２】 

 委員の選任方法等のガイドラ

インを策定し、統一的な選考に

関する基準を設定するととも

に、各機関の活動状況等の実

態についても把握し、統一的基

準に基づく運営がなされるよう

環境を整備する。 

 

審議会等の適切な設置、運営等を図る

ため、ガイドラインを策定し、審議会等の

設置及び運営等に関する統一的な基準

を示し、これまで各所管に委ねてきた選

任方法部分を見直します。また、現行例

規についても、ガイドラインに沿った形で

改正を実施します。 

 

機関毎の所掌事項やその特性に応じた、委

員構成を見直す。 

（１）有識者 

（２）関係団体 

（３）市議会 

（４）官公庁 

（５）事業者 

（６）市民 

※委員の改選時から順次見直す 

 

 

▼まとめ 

（Ｐ８ １２行目～１４行目）

 

また、審議会等によっては若

年層の積極的な市政への参

加により、中長期的な将来を

俯瞰する視点が加えられること

も重要で、若年層にとってもよ

り住み良い協働のまちづくりに

貢献することになるものと考え

られます。 

 

若い世代の審議会等の委員としての参

加を積極的に推進するよう努めます。

（ガイドライン等に記載） 

 

委員募集についての周知、広報 

人材発掘、人材育成 

学生の活用 

 

 

 

 
 


